
 

 

 

   

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№193 令和５年２月３日（金）掲載 

 １月 22 日(日)、県指定有形文化財である小友町の遠野七観音「山

谷観音」で消防訓練が行われました。遠野市では、毎年、文化財防火
デーに合わせて市内の文化財保護のため、訓練を行っています。 
 今年の訓練は、観光客が周囲の山林から煙が出ているのを発見し
たという想定で、地元住民による初期消火訓練やお堂からの重要物
品搬出訓練、消防署隊と管轄の第３分団による火災防ぎょ訓練が行
われました。 
 市の大切な文化遺産を守るため、地域の方々と関係団体、消防との
協力体制を確認することができ、より一層の防火意識の向上を図る

ことが出来た訓練となりました。 

 

令和４年度全国統一防火標語 

『お出かけは マスク戸締り 火の用心』 

 

火災防ぎょ訓練の様子 重要物品搬出訓練の様子 

初期消火訓練の様子 

「文化財防火デーの制定」 
昭和 24年１月 26日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が 

炎上し、壁画が焼損したことに基づき、制定されました。 

遠野七観音「山谷観音」 


